
古文書料紙の使用法覚書（ー）

一御判御教書と御内書－

林 譲

は じ め に

既に四半世紀以 上 を 経過 し て い る こ と に な る が、 1 978 （昭和 53） 年 に 、 文化

庁 に よ る 『上杉家文書』 の重要文化財指定調査 に参加 さ せ て い た だい た こ と が
あ る 。 そ の と き の 思 い 出話 し を、 田 中稔氏 の著書 『中 世史料論考』 （平成5年 1 1 
月 、 吉川 弘文館） を 紹介す る 機会 に 、 「今か ら 一六年程前、 評者は先学か ら 、
文書料紙 に表裏 の あ る こ と を 教 え ら れ、 実際 に光源に照 ら す と 刷毛目 の 跡 を確
認す る こ と がで き た。 そ の 時は正 し く 口 伝 え だ、っ た のだが、 後 に な り 、 こ の 口

伝が 「本紙 ・ 礼紙 と 料紙の使用 法 に つ い て」 （初 出 『古文書研究』 第 1 0号、 1 97
6年 1 2 月 ） の 説 を 典拠 と し て い る こ と を 知 っ た」 と 述べた こ と が あ る （ 「書評 と
紹介 『中 世史料論考』 」 、 『古文書研究』 第39号、 平成6年 10 月 、 1 00 頁） 。

それ以来、 折 に触れて聞 き かじりを触れ 回 っ た が、 自 身の理解 も 深 ま ら ず、
ま た、 必ず し も 共通認識 と は な っ て い な い ように も 思われた。 古文書原本を研

究素材 と し て、 特 に 非破壊方法 に よ る 料紙の 自 然科学的な分析情報 （紙質 ・ 繊
維組成 ・ 密度等） を 蓄積 し、 顕微鏡デ ジ タ ル写真 に よ っ て調査 ・ 記録 し、 古文
書料紙 に 関する 共通認識 を 形成 し た い と 考 え 、 東京大学史料編纂所 に お い て、

第242 回研究発表会 「 中 世 の 文書聖教 の 料紙 に つ い てJ ( 1 999年9 月 20 日 、 概要
は 『東京大学史料編纂所報』 第35号、 2000年 1 0 月 、 1 67 ・ 8 頁参照） な ど、 富 田

正弘氏 に料紙 に つ い て お話 し し て い た だ く 機会 を 3 回 ほ ど 設 け た 。 そ の ほか、
幾度 と な く 料紙調査 に参加 さ せて い た だ い た。

本稿は、 上記 『上杉家文書』 指定調査以来 の興味関心に対す る、 誠 に さ さ や
か な報告で あ る 。
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1 紙質用 語 の 定義 に つ い て

か つ て、 神奈川 県立金沢文 庫 の企画 展示 『十五 代執権 金沢貞 顕 の 手紙』 に

伴う 講演 「紙漉 き の技術か ら みた金沢文 庫 の古文書J を ま と め ら れた 宍 倉佐敏
氏 の 論文 「紙漉 き の 技術 に み る 中 世 の 古文書」 （ 『金沢文 庫 研究』 第3 1 3号、

2004年 1 0 月 、 神奈川県立金沢文 庫 ） を 紹介する 機会 を 持 っ たが、 そ の なかで、
「 「技術が向上 し た室町時代 に 近 い ほ ど良質 の紙が多 く あ る 。 反面高度な技術 を
習得で き な い漉 き 工 の紙は名称 を 変 え て （例 えば引合紙 ・ 強杉原紙な ど） 使わ

れ」 、 「紙質 が劣 る 引 合紙j 「従来 の檀紙 に 比べ小型 で 薄 い 黄色紙 も あ り 、 檀紙
特有 の シ ボ も 少な く 、 チリ な ど も 多少混入 し て い る 、 こ の種の紙 を 引 合紙 と し
たJ 、 「 （杉原紙は） 賓の 目 が見え難 く 」 、 「賓 の 目 が見 え 難 く 、 表面が粗い厚紙

を鎌倉時代か ら 強杉原紙 と 呼び、 こ の紙は杉原紙 と 同 じ 製法であ る 」 な ど の 指
摘 に つ いて、 従来の共通理解 と は異な る よ う に思われ る か ら 、 抄紙工程 を 踏ま

え た 用 語 と 概 念 の 整理 を 期 待 し た い 、 と 述べた こ と が あ る （ 『東京大学史料編
纂所附属画 像 史料解析セ ン タ 一通信』 第29号文献紹介、 2005年 4 月 ） 。

例 えば、 久米康生氏 『和紙文化辞典』 ( 1 995年 1 0 月 、 わ が み 堂） に 、 引 合 に

つ い て 「中世 に あ ら われた檀紙類似 の紙で、 檀紙の別称 と も い わ れ る 。 （ 中 略）

も と も と檀紙 の特殊 な用途の 呼称で、あ っ た の が、 檀紙の 需要増加 に と も な っ て、
公家や武家 に よ り 安 く 多 く供給す る 形でつ く ら れた も の で あ る 」 と 記 さ れてお
り （28 2 頁、 同 氏 「中 世武家社会 の紙J 『和紙文化研究』 第8号、 2000年 1 1 月 参
照） 、 宍 倉氏独 自 の理解で な い こ と は 明 ら か であ る 。

し か し 、 そ の 一方、 湯山賢一氏は 「書が伝 え る 紙 の文化－古代 ・ 中世の紙の
歴 史 － J （ 週刊朝 日 百科 『 日 本 の 国宝』 1 08国宝の書跡 ・ 古文書、 1 999年3 月 、

朝 日 新聞 社） に お い て、 「天皇や 上級公家 ・ 僧 侶 の書状 に は、 上質 の檀紙であ
る 引 合が使われて い る j と し （ 1 1 -247 頁） 、 永村員氏は 「寺院 社会史 と 史料論」

（ 『 中 世寺院 史料論』 、 2000年 1 2 月 、 吉川 弘文館） にお い て、 「印信類衆 J （ 『 醍
醐寺史料』 76函27号） を 引 用 し 、 「 「引 合紙」 の ほ か に 「粉紙」 「 紫紙」 「引合打

紙j 「薄 紫紙J 「 庸 吉紙」 「杉原紙」 と い う 表記が見 ら れ る 。 現代 に お け る和紙
の 呼称、 と 平安後期以降の料紙 の 呼称 を 同一視す る こ と はで き な い が、 染紙や 引
合紙は一般 に 貴族の書札や歌集 ・ 写経等 に用 い ら れ る 料紙で あ る 以上、 少 く と
も 師資相承 を 証する 印信が良 質 の 料紙 を 用 い る べ き文書 と考え ら れて い た こ と
は確か で あ ろ う 」 と 述べ ら れ ( 1 9 頁、 ま た 「 「印信」 試論」 38 1 頁参照） 、 と も
に 引 合 を 良質 の 料紙 と 認識 さ れて い る 。
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上述 の 小稿に い う 「従来の 共通理解」 と は、 引 合 を 良質 の 料紙 と す る 意味で使
用 し た も の であ る が、 果た し て、 こ の 理解が 「従来 の共通理解」 と 言え る か は

再考 の 余地があ る と し て も 、 「 引 合j に つ い て 、 宍 倉 ・ 久米両氏 と 湯山 ・ 永村
両氏 と で は大 き く 相違 し て い る こ と は 明 ら かで あ り 、 用 語 を定義す る 必要性を

感 じ る の で あ る 。

そ こ で、 『東京大学史料編纂所影印叢書 1 島津家文書 歴 代 亀 鑑 ・ 宝鑑』

(2007年 5 月 、 八木書店） を編纂 ・ 出版す る に 際 し て、 そ の解題 に料紙情報 を記
入す る 必要が あ り 、 他の担当者 と と も に、 富 田 氏 ・ 湯山氏 の ご協 力 ・ ご教示 を
受けて、 調査 し た と こ ろ を 記述 し たが、 それ に は、 以下 の よ う に 用 語 を 定義 し
た （ 「解説」 9 頁） 。

料紙 に 関する 確実な判定は、 料紙繊維 の 極微量採取 と 試料 と に よ る 化学反
応 の 結果 に 基づ く べき と は い え、 それ を 行 い 得 る 条件は限 ら れて い る 。 それ
に代わ っ て通常採 り 得 る 方法は、 透過光 を 用 い た百倍顕微鏡 に よ る 肉眼 目 視
であ る。 その場合、 それぞれの繊維の特徴や米粉の有無が判断の基準 と な る。
それ ら の基準 に つ い て は、 な お研究者の 問で統ーをみて い な い の が現状であ
る が、 おお よそ以下の分類が採用 さ れて い る よ う に思われ る 。

まず、 大き く 椿紙 ・ 斐紙 ・ 漉返紙 に分け、 こ の他に は三極紙や竹紙があ る。
格紙系統は、 引 合、 檀紙、 強杉原、 杉原 に分類す る 。 檀紙は、 米粉 を入れず、
非繊維物質 を排除 し て い る も の を い い、 引 合 は檀紙の う ち に含 ま れ、 そ の 最
上級 の紙の称で あ る 。 強杉原は米粉 を 入れず、 わざと非繊維物質 を含め て漉
い た 紙 を い う 。 杉原は米粉 を 入れた紙で あ る が、 そ の 範 囲は広 い 。 一方、 斐
紙系統は、 鳥 の 子紙、 雁皮紙、 間似合紙 に 分類す る 。 鳥 の子紙は米粉 を入れ
てお り 、 そ の た め、 白 っ ぽ く ゴワゴワ し た感 じ がな い。 一方、 雁皮紙は米粉
を 入れず、 そ の た め 、 濃 い 茶色で硬 く バ リ バ リ し た感 じ と な る。 問似合紙は

米粉 ・ 白 土が入 る 。
こ れ ら の分類基準 に つ い て は、 例えば米粉 の少 し 入 っ た檀紙 も あ る な ど、

なお流動的で見解の分かれ る 部分があ る が、 当 面 の 覚書 と し て 記 し て お く 。
料紙 の判定は、 上記の基準 に 加 え て、 透過光 に よ っ て よ り 明確に認識で き る

賛 日 の本数や太 さ 、 糸 目 、 触感や色 目 な ど の 風合 い、 そ の他全体的 ・ 総合的
な知見 に よ っ て行なわれる の が一般で あ る 。 し か し 、 『歴 代亀 鑑』 『宝鑑』 と
も に厚 い 台紙貼 り の 手鑑仕立 て で あ り 、 透過光 を用 い る こ と は全 く 不可能で

あ る た め 、 顕微鏡 を 用 い た 目 視 と 表面観察 と に よ っ て判 断 し た も の が多 い 。
し た が っ て、 そ の確実な判定 は将来的 な課題に属する と いわねばな ら な い。

こ れが、 筆者の理解す る 「従来の共通理解」 で あ る 。 以下 を記述す る 際 に も 、
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こ の分類 に よ っ て い る 。

2 辰翰書状 と 『小笠原文書』 『島津家文書』 の足利尊氏 ・ 直義 自 筆書状

『震翰英華 別篇北朝』 （平成 4 年 8 月 、 思文閣出版） 編集の 末席に列な っ
た 際、 多 く 後光厳天皇 の展翰書状 を 担当 し 、 ま た、 た ま た ま 遭遇 し た一通が後
光厳天皇震翰書状で あ る こ と が判明 し 、 後 に重要文化財 に指定 さ れた縁 も あ り 、
展翰書状 に つ い て は 関心 を 持 っ て い る が、 そ の 料紙は上述 し た 引合、 す な わ ち
「檀紙 の う ち に 含 ま れ、 そ の 最上級の紙Jで あ る こ と は 間違い な い と 思わ れ る 。

東京大学史料編纂所所蔵 の 『小笠原文書』 の う ち 、 近江国兵主社 替地 に 関す る
死没直前の 小笠原貞宗 （法名 正宗） の希望を か な え た （貞和 3年） 5 月 1 7 日 足
利 尊氏書状 （縦3 1 ・ 8 × 横44 ・ 2） と 、 そ の 申 請 を 認め る 旨 を 兄尊氏 に 伝 え た
（貞和3年） 5 月 1 7 日 足利直義書状 （縦33 ・ 2 × 横42 ・ 1 ) と は、 と も に 自 筆で あ

る が、 そ の料紙は 引合 と 理解すべ き紙質 で あ り 、 足利 尊氏 ・ 直義が 自 筆で書記

し た文書は、 格紙 ・ 竪紙 の 場合、 料紙は 引 合で あ る 、 あ る い は 引 合 の 場合が多
い と 一般化で き る よ う に思われ る 。

逆 に言えば、 書札様文書 に お い て、 料紙 に 引 合 を使用 し た場合は 自 筆で あ る 、
も し く はそ の可能性 を 想定すべ き で あ る よ う に思わ れ る 。 『島津家文書』 宝鑑

其ーの う ち で は、 30号 （貞和 2 年） 閏9 月 1 4 日 尊氏書状、 32号 （康永 3年） 4 

月 2 日 尊氏書状 を 自 筆 と し て、 そ の 料紙 を 引 合 と 判 断 し た。
た だ し 、 それで は檀紙 と 、 檀紙 の う ち の 引 合 と は何 を も っ て区別する の で あ

ろ う か。 あ る 調査者が 引 合 と 判 断 し た文書 につ い て、 別 の 調査者は、 引合は も
う 少 し 上質 で あ り 檀紙の範鴎 と す べ き で は な い か、 な ど と い う 見解の相違は、

調査現場 に お い て しば しば出会 う こ と で あ る 。 それを 客観的 な調査デー タ に 基

づ い て共通理解 を 形成する 試みは全 く 正 し い が、 仮 に 共通理解 を 得 ら れた と し
て も 、 歴 史 上 の 用 語 と の 整合性 を も っ て示す こ と は更 に 難 し く 、 そ の 全面的な
解決は、 ど ち ら も 今後の課題 であ る よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 それで は紙質 の
分類 を 提示す る こ と は意味がな い か と い う と、 決 し て そ う で はあ る ま い。 調査

者 の 問では、 そ の 文書料紙が檀紙 と 称すべき も の で あ り 、 そ し て檀紙 の う ち で
も 上質 の も の で あ る 、 と い う 理解は共通 し て い る の で あ る 。 そ の よ う な理解の
幅 を 想定すべ き で あ る。

古文書の様式 と 料紙の使用 法の 相 関 関係 に つ い て述べ ら れ る の は、 以上の辰
翰書状や 尊氏・直義兄弟の 自 筆書状 に 引合 を使用 し た 場合 に 限 ら れ る が、 し か
し 、 『上杉家文書』 の事例は、 も う 少 し 可能性 を広げ ら れ る よ う に も 思わ れ る 。

24-



『上杉家文書』 五 之段す印 （応永 6 年） 1 2 月 29 日 足利義満御 内書 （ 『大 日 本
古文書』 69号、 『新潟県史』 資料編 3中 世 1 、 638号） は、 『大 日 本古文書』 の指

摘す る よ う に 自 筆 と み る べ き で あ り 、 そ の 料紙は 引 合 と 考 え る べ き で あ る。 一

方、 （応永 8 年） 4 月 1 3 日 足利義満御 内書 （『大 日 本古文書』 73号、 『新潟県史』
642号） の筆跡は異 な っ て い る か ら 右筆書 と 見 る べ き で あ り 、 そ の 料紙は、 引
合 ほ ど 上質ではな く 、 檀紙の範鴎 に入る も の と 思わ れ る 。 し た が っ て、 足利義

満の 場合、 自 筆御 内書は 引 合、 右筆書 の 御 内書は檀紙、 を使用 し た と の仮説 を
設定す る こ と がで き る 。

さ ら に、 文書 目 録 を作成する 際 に、 御判御教書 の料紙 を 分類 し た結果 を述べ
れば、

『島津家文書』 歴代亀 鑑 其二
69号 応永 1 1 年 6 月 29 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
70号 応永 1 6年 9 月 1 0 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
72号 応永32年 8 月 28 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）

『島津家文書』 宝鑑 其二
268号 至徳 2 年正 月 晦 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
272号 応永 9 年 8 月 1 6 日 足利義満御判 （ 日 下判） 御教書 （檀紙）

『小笠原文書』

1 ノ 36 永徳 2 年 8 月 27 日 足利義満御判 （袖判） 御教書
（強杉原 を 消 し て檀紙）

3ノ 1 応永3年 5 月 6 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
3ノ 2 応永 5 年 8 月 24 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
3ノ 3 応永 6 年 5 月 1 0 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
3ノ 4 応永 6 年 1 1 月 28 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （小切紙） （檀紙）
3ノ 6 応永 7 年 8 月 5 日 足利義満御判 （ 日 下判） 御教書 （檀紙）
3ノ 8 応永22年 1 2 月 5 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）

3ノ 1 0 応永23年 1 2 月 晦 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）

3ノ 1 1 応永25年 9 月 9 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
3ノ 14 応永30年 1 1 月 1 6 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）

3ノ 1 7 応永32年 1 2 月 29 日 足利義持御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
3ノ 2 1 永享 7 年 2 月 2 1 日 足利義教御判 （ 日 下判） 御教書 （檀紙）

3ノ 28 永享 1 1年 6 月 20 日 足利義教御判 （袖判） 御教書 （強杉原）
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と 分類で き る 。 『小笠原文書』 l ノ 36 に 典型的な よ う に判断の揺れ を みせて は い
る が、 私見 に よ れば、 足利義満 ・ 義持 ・ 義教の御判御教書は、 袖判 の場合は強
杉原であ り 、 日 下判は檀紙 を使用 し て い る か の よ う で あ る 。

3 古文書様式 と 料紙の使用 法一引 合 ・ 檀紙 ・ 強杉原－

既 に 早 く 、 上島有氏は 「中 世の檀紙 と御判御教書」 （ 『 日 本歴史』 第363号、

1 9 78年 8 月 ） に お い て、 「紙質 ・ 大 き さ ・ 厚 さ の三要素 を 総合的 に検討」 し て
「義満の 時代 に も 前代 と 同様、 （イ） 日 下花押 の御教書 と 、 （日） 袖判な い し は奥署
判 の 文書が発給 さ れ る が、 （イ） に は ひ き つ づ き （d） 奉書 E の料紙が、 （口） に は 前

代の （b） 奉書 E に代っ て全面的に （c） 檀紙が用 い ら れ る よ う に な る 」 （8頁） こ と 、
「檀紙 に つ い て （上） 」 （ 『古文書研究』 第33号、 1 990年 1 0 月 ） にお い て、 氏 の

い う 「檀紙」 が史料上は 「強杉原」 と 表記 さ れた こ と を指摘 さ れて い る 。 四半
世紀以前 に提起 さ れた貴重な説 と い う べ き で あ ろ う 。 ま た、 こ れ ら の論稿を受

けて、 湯山氏は 「室町時代前期 の 「檀紙J （強杉原） を 中 心に」 （平成6年度科
学研究 費補助金 （総合研究 A） 『古文書料紙原本 に み る 材質 の 地域 的特質 ・ 時
代的変遷 に 関 す る 基礎的研究』 研究成果報告書） にお い て、 顕微鏡 に よ る 目 視
の ほ か に 、 大 き さ ・ 厚 さ ・ 重 さ ・ 密度 ・ 紙色 ・ 賛 目 ・ 繊維物質 の構成な ど の 分

析項 目 に 基づいて 「建武3年以降は8代義政 を 経て義澄辺 り 迄は、 袖判乃至奥上
署判 の御判御教書 に は多 く の場合 「檀紙」 （強杉原） が用 い ら れて い る J (40頁）
と 指摘 さ れて い る 。

し た が っ て、 縦 ・ 横 の 法 量 に 加 え て、 顕微鏡 に よ る 米粉の有無 ・ 非繊維物質
の有無、 上質か否か、 な ど を 主要な分類基準 と し た、 義満 ・ 義持 ・ 義教の御判
御教書 に 関す る 私見は、 屋上屋 を 架す に 過 ぎな い けれ ど も 、 それぞれの論者に
よ る 異な る 視点か ら の指摘が、 同様な結論 と な っ て い る こ と を 重視 し で も 良 い
の で は なか ろ う か。

先 に も触れた よ う に、 調査者 ・ 観察者の判断に左右 さ れる と こ ろ が あ る か ら 、
こ の よ う な仮説の提示 に つ い ては慎重で あ る べきで あ ろ う 。 た だ し、 詳 し いデー
タ は本報告書 に 掲載さ れ る で あ ろ う が、 以下 に 引 用 す る よ う に 、 筆者が直接的
に担当 し て い な い 『上杉家文書』 五之段す 印の 調査デー タ の 示す と こ ろ は、 先
の 私見 を 支持す る か の よ う で あ る （な お。 『大 日 本古文書』 は安堵下文 ・ 下文
と 御判御教書、 御 内 書 ・ 書状 を 使 い 分 け て お り 、 『上杉家文書重要文化財指定
目 録』 『新潟県史』 は 踏襲 し て い る が、 こ こ では、 通用 の文書名 を 付 し た） 。
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（康暦元年） 卯 月 15日 足利義満御 内書 （檀紙）

（大 日本古文書46号、 新潟県史626号、 以下 同 じ）

応永 2 年 7 月 24日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (57号、 627号）

応永13年 4 月 23日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (79号、 628号）

応永 8 年 6 月 26日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (75号、 629号）

明徳 4 年 1 1 月 28日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (56号、 630号）

応永 7 年 5 月 3日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (72号、 63 1号）

応永 9 年 4 月 3 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (77号、 632号）

応永 5 年 1 1 月 24日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (65号、 633号）

応永 7 年 5 月 3 日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (7 1号、 634号）

応永 2 年 7 月 24日 足利義満御判 （袖判） 御教書 （強杉原） (58号、 635号）

卯 月 7 日 足利義満御 内書 （引合） (49号・ 自 筆、 636号）

（応永 7 年） 正月 18日 足利義満書状 （檀紙） (70号・ 自 筆、 637号）

（応永 6 年） 12 月 29 日 足利義満書状 （檀紙） (69号・ 自 筆、 638号）

（応永 6 年） 12 月 2 日 足利義満書状 （斐紙） (68号・ 自 筆、 639号）

（康暦元年） 卯 月 15 日 足利義満御 内書 （檀紙） (47号、 640号）

（応永元年 ヵ ） 8 月 6 日 足利義満御 内書 （引合） (54号、 64 1号）

（応永 8 年） 4 月 13日 足利義満御 内書 （檀紙） (73号、 642号）

（明徳 3 年 ヵ） 正 月 20 日 足利義満御 内書 （檀紙） (55号、 643号）

康暦元年 5 月 9 日 足利義満御判 （袖判） 御教書案 （雑紙） (48号、 644号）

永和 4 年 4 月 1 1日 上杉能憲道※譲状 （杉原） (45号、 645号）

こ れ ら の示すデー タ は、 上述 し た私見 と 全 く 同 じ で あ る わ け で は な い 。 し か
し 、 筆者 と は異な る 調査者が担当 し な が ら も 、 多 く の場合、 御判 （袖判） 御教

書 の 強杉原使用 、 自 筆御 内 書 の 引 合使用 と 右筆書御 内書 ・ 書状の檀紙使用 を指
摘す る 点 に お い て、 こ れ ま で に 述 べ て き た見解 と 共通 し てお り 、 そ の 点 こ そ を
重視すべ き で あ る よ う に思われる の で あ る 。

お わ り に

近年、 上 島氏は、 椿紙 を第 I 類か ら 第 V 類 （そ の他、 第羽 類 を 宿紙、 第四類
を斐紙 と す る ） に 分類す る 提案 に 変更 さ れた （例 えば 「檀紙 ・ 引 合 ・ 杉原考一
中 世 の 紙 に 関す る 研究 の 動 向 － J 、 前掲 『和紙文化研究』 第8号、 「 中 世 の料紙
と 紙 の 表裏」 同第9号、 200 1 年 1 1 月 ） 。 管見 に お い て 、 「漉返」 と い う 極 め て 厄
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介な 問題があ り 、 斐紙繊維 を ベ ース に し なが ら 格紙 と 思 し き 太 い 繊維が一定の
割合で混 じ て い る 「椿交斐」 と い う 表現が誠 に相応 し い料紙 を見か け る こ と が

間 々 あ り 、 源頼朝文書の三極紙使用 の指摘、 ま た 斐紙の概念 に つ い て も 一類で
ま と め得 る か は疑問 に 思 う と こ ろ があ る 、 な ど の理 由 か ら 、 第 I 類か ら 第四類
ま で を も っ て 「中世文書の 料紙の ほぼすべて を カ バーする こ と がで き る 」 と は

考 え ら れな い 。 し か し 、 第 I 類 「光沢が あ っ て し なや か で、 中 世 の 料紙 の う ち

で も っ と も 良質 の 料紙」 を檀紙の う ち の 引 合、 第 E 類 「光沢 はみ ら れな い が第
I 類 に つ ぐ良質 の大 き く て 厚 い 料紙」 を檀紙、 第 E 類 「第 E 類 と は材料 ・ 基本

的な漉き方はおそ ら く は同 じ だが、 粗い 漉 き 方 の 料紙。 それが別 の 意味で荒 々
し い と い う 風格 を 備 え た大 き く て厚い料紙」 を強杉原、 第IV類 「第 E 類 を簡単
に 、 すな わ ち 小 さ く 薄 く 、 粗い 漉き方で漉 い た 比較的一般的 な料紙」 と 、 第V

類 「一般 の庶民を含め て 日 常生活な ど に使われ る 雑多な料紙」 と を 併せて杉原
と 理解すれば、 上島氏の新提案 と 筆者が 「従来 の共通理解」 と し た 分類 と は、
そ の 実態的な認識 に お い て、 それ程 の 差 は な い の で は あ る ま いか。

古文書 の 形態論的研究 に つ い て、 早 く 鈴木茂男 氏が 「個 人的な技術 の段階に
と ど ま る 範 囲 が大 き い の で あ る が、 今後 の条件の整備如何 に よ っ て は、 極 め て

稀薄なが ら も 学 的水準 に 達 す る 可能性 が あ る 。 （ 中 略） いずれ も 他 の諸科学、
特 に 自 然科学 と の提携 に よ って、 個人的技術の段階か ら 脱 し て、 個 々 の文書の
特性 を一定 の 内容 を持つ用 語で論理的 に説明する こ と は不可能ではな い と い う 。
（ 中 略） 形態論 は そ の 避 け 難 い性質か ら 次第 に 少数 の 専 門 家 の 手 に 受け継がれ

て ゆ く 趨勢に あ る けれ ど も 、 それ ら 専 門家の 手 に よ り 整備 さ れた 結果が一般 に
公 表 さ れ、 共有財産 と な っ て ゆ く 方 向 が望ま れ る の で あ る 」 （ 「古文書 学 へ の
提言」 、 『 中 世 の 窓』 第 1 2号、 昭和38年4月 、 34頁） と 指摘 さ れて い る 。

鈴木氏 の指摘は尤 も と も 思わ れ る が、 し か し、 古文書 の機能論 ・ 様式論 ・ 形
態論的研究が別個 の も の と し て論 じ ら れ、 互 い に 関連 し 合 っ て い る こ と に注意

が払われて い な い 点 に 問題 が残 る 。 こ れ ま で に 述べた点 につ いて、 それが承認

さ れ る と 否 と に か か わ ら ず、 古文書の様式論は形態論 を離れて は存在 し 得ず、
そ の 機能は、 そ の 形態が ど の よ う な意 味 を 持 っ て い た か を解明す る こ と な し に
は、 十全 に理解する こ と は不可能で あ る 。 古文書 の料紙研究は 「共有財産J と
な る 段 階 に 入 っ て い る の で あ る 。


